
 

徳島県情報公開・個人情報保護審査会答申情第２４２号 

 

第１ 審査会の結論 

徳島県知事の決定は、妥当である。 

 

第２ 諮問事案の概要 

１ 公文書公開請求 

令和５年７月１０日、審査請求人は、徳島県情報公開条例（平成１３年徳島県条例

第１号。以下「条例」という。）第６条第１項の規定に基づき、徳島県知事（以下「実

施機関」という。）に対し、「Ｒ５．７月５日付けグ第３０１１号及びＲ５．７月６

日付けグ第３０１２号に関する（拒否決定書）の関する書類全部」の公文書公開請求

（以下「本件請求」という。）を行った。 

 

２ 実施機関の決定 

令和５年７月２４日、実施機関は、本件請求に係る公文書を「『令和５年６月２１

日付け及び令和５年６月２２日付け「公文書公開請求」に対する「請求拒否決定」に

ついて』の立案文書」（以下「本件公文書」という。）を特定し、公文書公開請求者の

住所、氏名及び電話番号を条例第８条第１号に該当するとして非公開とする公文書部

分公開決定処分（以下「本件処分」という。）を行い、審査請求人に通知した。 

 

３ 審査請求 

令和５年７月３１日、審査請求人は、本件処分を不服として、行政不服審査法（平

成２６年法律第６８号）第２条の規定に基づき、実施機関に対して審査請求を行った。 

 

４ 諮問 

令和６年８月２７日、実施機関は、徳島県情報公開・個人情報保護審査会に対して、

本件審査請求につき諮問（以下「本件事案」という。）を行った。 

 

第３ 審査請求人の主張要旨 

１ 審査請求の趣旨 

県の枉法行為を確認した。 

 

２ 審査請求の理由 

県は、本来あるべき書類（Ｈ１３時に国定公園の解状した）○○建設時に解状した

ものであり、その時瀬戸内法、環境保全協定とか特定施設許可とか県に題した書類に

基づき土砂搬入及び搬出する時の申請書（許可書）を出せ。 

 

第４ 実施機関の説明要旨 



実施機関から提出された弁明書によると、本件処分の理由は、おおむね次のとおり

である。 

審査請求人は、対象として「Ｒ５．７月５日付けグ第３０１１号及びＲ５．７月６

日付けグ第３０１２号に関する（拒否決定書）の関する書類全部」の公開を求めてい

ることから、実施機関は、本件請求の対象となる公文書として、本件公文書のうち、

条例第８条第１号に該当する非公開情報を除いて、保有する全ての公文書について公

開することとした。 

なお、実施機関は、本件請求の対象となる公文書に記載された情報のうち、公文書

公開請求者の住所、氏名及び電話番号については、条例第８条第１号に規定する「個

人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合

することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含

む。）」に該当し、かつ、ただし書により非公開とすべき情報には該当しないものと

判断した。 

審査請求人は、審査請求書に、「審査請求の理由」として、「本来あるべき書類（Ｈ

１３時に国定公園の解状した）○○建設時に解状したものであり、その時瀬戸内法、

環境保全協定とか特定施設許可とか県に題した書類に基づき土砂搬入及び搬出する時

の申請書（許可書）を出せ。」と記しているが、本件請求とは異なる公文書を求めるも

のであり、本件処分の妥当性に影響を及ぼすものではない。 

 

第５ 審査会の処理経過 

本件事案に係る当審査会の処理経過は、次のとおりである。 

年月日 内 容 

令和６年 ８月２７日 諮問 

令和７年 ８月２７日 
第３部会（第２３回） 

審議 

同  年 ９月２５日 
第３部会（第２４回） 

審議 

 

第６ 審査会の判断 

当審査会は、本件事案について審査した結果、次のとおり判断する。 

１ 本件請求に係る公文書の特定について 

実施機関は、本件請求に係る公文書を本件公文書と特定し、本件処分を行っている。 

これに対して審査請求人は、審査請求書において、「あるべき書類」が存在する旨

主張しており、実施機関が特定した公文書に不足があるとして、公文書の特定につい

て争っていると解されるが、審査請求人が審査請求書において公開を主張する文書は、

本件請求において公開を求めた文書とは異なる文書であり、実施機関は公文書公開請



求書の記載に基づき公文書を特定すべきであるから、実施機関が特定した公文書には

特段の不足はない。 

したがって、実施機関の公文書の特定について不合理な点はないため、実施機関が

特定した公文書のうち非公開とした部分について、当該非公開とした部分が条例第８

条第１号に掲げる非公開情報に該当するかどうかを、以下検討することとする。 

 

２ 実施機関が非公開とした部分について 

本件請求に係る公文書を当審査会において見分したところ、本件処分において実施

機関が非公開とした部分は、いずれも条例第８条第１号に掲げる非公開情報に該当す

るものと認められるから、当該非公開としたことについての実施機関の説明に、特に

不合理な点は認められない。 

 

３ 審査請求人のその他の主張について 

審査請求人のその他の主張は、当審査会の上記判断を左右するものではない。 

 

４ 結論 

当審査会は、本件事案を厳正かつ客観的に検討した結果、冒頭の「第１ 審査会の

結論」のとおり判断する。 
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